
●
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦

に
つ
き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ

い
て
＝
人
権
擁
護
委
員
の
小
林
伸

子
氏
が
平
成
23
年
9
月
30
日
で
任

期
満
了
と
な
る
た
め
、
同
氏
を
推

薦
す
る
案
が
提
出
さ
れ
、
同
意
さ

れ
ま
し
た
。

●
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ

と
に
つ
い
て
＝
地
方
税
法
の
一
部

が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
緊

急
に
伊
奈
町
税
条
例
を
改
正
す
る

必
要
が
生
じ
た
た
め
、
平
成
23
年

5
月
18
日
に
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
を
専
決
処
分
し
た
の
で
、

承
認
を
求
め
た
も
の
で
す
。

●
平
成
23
年
度
伊
奈
町
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
2
号
）
＝
既
定
の

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ
れ
ぞ

れ
4,
5
3
3
万
2
千
円
を
追
加

し
、
予
算
総
額
を
1
0
4
億
8,

5
6
7
万
5
千
円
と
す
る
も
の
で

す
。

●
財
産
の
取
得
に
つ
い
て
＝
化
学

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
１
台
を
6,

8
0
4
万
円
で
購
入
す
る
も
の
で

す
。

契
約
の
相
手
方
　
株
式
会
社
モ
リ

タ
東
京
営
業
部

●
町
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て
＝

内
宿
台
二
丁
目
59
番
6
地
先
か
ら

内
宿
台
二
丁
目
58
番
地
先
お
よ
び

西
小
針
五
丁
目
57
番
17
地
先
か
ら

西
小
針
五
丁
目
57
番
5
地
先
ま
で

を
新
た
に
町
道
と
し
て
認
定
す
る

も
の
で
す
。

●
町
道
路
線
の
廃
止
に
つ
い
て
＝

大
字
小
室
字
池
堤
5
4
2
5
番
地

先
か
ら
大
字
小
室
字
池
堤
5
4
1

3
番
3
地
先
ま
で
の
町
道
を
廃
止

す
る
も
の
で
す
。

6

平
成
23
年
6
月
定
例
議
会

は
、
6
月
7
日
に
開
会
し
、

平
成
23
年
度
一
般
会
計
補
正

予
算
な
ど
町
長
提
出
議
案
5

件
、
諮
問
1
件
、
議
員
提
出

議
案
1
件
を
原
案
ど
お
り
可

決
し
、
6
月
21
日
に
閉
会
し

ま
し
た
。

主
な
町
長
提
出
議
案

6
月
定
例
議
会

月
定
例
議
会�
6
月
定
例
議
会�

埼 玉 県 知 事 選 挙

第 1 投票区

第 6 投票区

第 7 投票区

第 8 投票区

第 9 投票区

第10投票区

あ や め 会 館 下郷区のうち中島地域、綾瀬東区、綾瀬南区、�
綾瀬北区、栄南区�

栄中央区、栄北区�

丸山区、下郷区（中島地域を除く）、大山区�

志久区、南本区、北本区（本町一・三丁目およ�
び本上地域の一部を除く）�

中央区、小貝戸区、北本区のうち本町一・三丁�
目および本上地域の一部�

柴中荻区、若榎区�

大針区、細田山区�

羽貫区�

小針新宿区、光ヶ丘区、小針内宿区のうち寿一丁目�

小針内宿区（寿一丁目を除く）�

投　票　区　域投　票　所投　票　区

※「投票区域」は行政区名で表示しているため、お住まいの地域名とは異なる場合が
ありますので、有権者の皆様に送付する入場券の「投票所名」をご確認のうえお越し
ください。

（小室2268－143）�

（栄4－1）�

第 4 投票区

第 5 投票区

第 2 投票区

第 3 投票区

柴中福祉センター

小針中学校体育館

小針小学校体育館

光 ヶ 丘 公 民 館

小針北小学校体育館

小室小学校体育館

伊 奈 町 役 場

南 小 学 校 体 育 館

南 中 学 校 体 育 館
（小室3001）�

（小室7981）�

（小室9960－1）�

（学園2－207）�

（寿2－80－1）�

（寿1－433）�

（内宿台5－214－1）�

（小室9493）�

●投票場所

7月31日Ô�

※選挙に関するお問い合わせは、�
　町選挙管理委員会C721－2111

◆投票期間

7月15日Ù～�
　  7月30日ı�
◆投票場所�

　伊奈町役場北庁舎１階�

　期日前（不在者）投票所�

◆投票時間�

　午前８時30分～午後８時�

　選挙期日当日に外出等で投票する
ことができない方のために、次のと
おり期日前（不在者）投票の制度が
ありますのでご利用ください。�

※選挙公報を新聞折込で配布します。
このほか町内ニューシャトルの駅や
公共施設に備え置きますのでご利用
ください。�

選挙期日

午前7時～午後8時�●投票時間�

埼玉県知事選挙が行われます�
《告示日》7月14日∫�
《投票日》7月31日∂�

●期日前（不在者）投票
●当日投票
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登
録
申
込
書
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

h
ttp
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w
w
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w
n
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m
a
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a
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事
業
内
容

保
育
所
等
に
通
所
中
の
児
童
等

が
病
気
や
ケ
ガ
の
回
復
期
に
あ
り
、

集
団
保
育
の
困
難
な
時
期
、
一
時

的
に
そ
の
児
童
を
預
か
る
事
業
で

す
。

対
象
児
童
（
次
の
全
て
を
満
た
す

こ
と
が
必
要
で
す
）

・
生
後
6
か
月
か
ら
小
学
校
3
年

生
ま
で
の
子
ど
も

・
病
気
や
ケ
ガ
の
回
復
期
に
あ
り
、

医
師
が
病
後
児
保
育
の
利
用
す
る

こ
と
を
認
め
た
者

・
保
護
者
が
仕
事
、
傷
病
、
事
故
、

出
産
、
冠
婚
葬
祭
な
ど
で
の
社
会

的
に
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る

場
合

利
用
日
・
時
間

月
曜
日
〜
金
曜
日
8
時
〜
18
時
ま

で
（
た
だ
し
、
連
続
し
て
利
用
す

る
場
合
は
7
日
間
ま
で
）

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
1
月
2
、

3
日
お
よ
び
12
月
29
〜
31
日
は
お

休
み
と
な
り
ま
す
。

定
員

1
日
あ
た
り
4
名

実
施
施
設

カ
オ
ル
キ
ッ
ズ
ラ
ン
ド
伊
奈
園

（
内
宿
駅
西
側
）

利
用
方
法

①
事
前
に
町
に
登
録
（
有
効
期
限

は
、
平
成
26
年
3
月
31
日
、
以

後
3
年
ご
と
の
期
限
）

②
か
か
り
つ
け
医
師
の
入
室
前
診

断
の
実
施
（
病
後
児
保
育
児
童

状
況
書
を
記
入
）

③
利
用
日
の
前
日
ま
で
に
電
話
で

利
用
予
約

④
利
用
可
能
な
場
合
、
前
日
ま
で

に
利
用
申
込
書
と
病
後
児
保
育

児
童
状
況
書
を
施
設
に
提
出

⑤
利
用
日
当
日
に
健
康
保
険
証
の

写
し
と
子
ど
も
医
療
費
受
給
者

証
を
持
参
し
入
室

利
用
料
金（
施
設
へ
直
接
支
払
い
）

①
利
用
者
1
人
に
つ
き
1
日
あ
た

り
2,
5
0
0
円
（
町
外
者
は

5,
0
0
0
円
）

②
食
事
代
　
5
0
0
円（
お
や
つ
、

飲
み
物
代
を
含
む
）

7

子
育
て
中
の
働
く
み
な
さ
ん

を
支
援
す
る
た
め
、
6
月
よ
り

は
じ
ま
り
ま
し
た
「
病
後
児
保

育
」
の
利
用
方
法
等
に
つ
い
て
、

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

な
お
、
利
用
希
望
の
方
は
、

早
め
に
ご
登
録
（
無
料
）
を
済

ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

03

福
祉
課
児
童
係
19
２
１
６
０�

病
後
児
保
育�

　 

事
業
に
つ
い
て�

旭
日
単
光
章
を
受
章

旭
日
単
光
章
を
受
章

①事前登録⑨承認通知書送付

②
登
録
書
送
付

病後児保育
児童状況書

　前日までに
⑦利用予約（TEL）
⑧利用申込書および
　児童状況書の提出

⑩入室　
健康保険証の写し
子ども医療費受給者証

緊急時
の診察

＜病後児保育利用の流れ＞

病後児保育室�
カオルキッズ�
ランド伊奈園�

協力�
医療機関�

かかりつけ医�
④通常の診察�

各家庭�
（子ども）�

③発病�

⑤回復期�

町福祉課�

かかりつけ医�
⑥入室前診断�

故  

大
�  

一 

氏
（
羽
貫
）�

旭
日
単
光
章
を
受
章

旭
日
単
光
章
を
受
章

大
�
氏
は
、
昭
和
54
年
5
月

に
伊
奈
町
議
会
議
員
に
当
選
し
、

連
続
3
期
12
年
の
長
き
に
わ
た

り
地
方
自
治
の
振
興
発
展
に
尽

力
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
た
び
の

受
章
は
、
そ
の
顕
著
な
功
績
が

認
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。
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